
 

事 務 連 絡 
令和７年１月 16 日 

 

各都道府県・指定都市 住宅・建築主管課 御中 
 

国土交通省住宅局住宅経済・法制課 
住 宅 生 産 課 

 

住宅用家屋証明の申請書類に係る押印の廃止について 
 

平素より住宅行政の円滑かつ適切な運用にご尽力いただき、感謝いたします。 

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長

等の証明事務（以下「証明事務」という。）において、住宅用家屋証明書を発行するた

めに必要な確認事項については、申請者から提出される書類（以下「確認書類」とい

う。）により確認することとなっており、確認書類には、建築基準法等の建築関係法令

に基づく書類が含まれるところです。 

今般、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年国土交通省令第 111

号）及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和

６年内閣府・国土交通省令第９号）により、下記の法令における様式等について、押

印を不要とする改正を行い、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）より施行す

ることとしました（押印が廃止されることとなる関係書類は別紙のとおり。）。 

・建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号） 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第 20 号。以下

「品確法施行規則」という。） 

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成 21 年国土交通省令第３号。

以下「長期法施行規則」という。） 

・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成 24 年国土交通省令第 86 号。以

下「エコまち法施行規則」という。） 

 

施行日以後の住宅用家屋証明の申請にあたっては、押印の廃止された確認書類が提

出されることもございますので、施行日以後の証明事務に際し、十分にご留意いただ

きますようお願いいたします。 

また、各都道府県におかれましては、貴管内市町村（特別区を含み、指定都市を除

く。）に対しても本事務連絡を周知いただくよう、お願いいたします。 

  



 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省住宅局住宅経済・法制課 

日置・齋藤（電話）03-5253-8111（内線：39255） 

国土交通省住宅局住宅生産課 

梶尾・齋藤（電話）03-5253-8111（内線：39425） 

 

 

  



別紙 

 

【住宅用家屋の所有権の保存登記】 

＜個人が新築した住宅用家屋の場合＞ 

・確認済証及び検査済証（建築基準法施行規則別記第５号様式・別記第 21 号様 

式等） 

※所在地又は区分建物の防火性能を確認する場合であって、登記事項全部証明書等の他

の書類によらない場合 

 

＜個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合＞ 

・確認済証及び検査済証 

※所在地又は区分建物の防火性能を確認する場合であって、登記事項全部証明書等の他

の書類によらない場合 

 

【住宅用家屋の所有権の移転登記】 

＜個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合＞ 

・確認済証及び検査済証 

※所在地又は区分建物の防火性能を確認する場合であって、登記事項全部証明書等の他

の書類によらない場合 

 

＜個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合＞ 

・確認済証及び検査済証 

※所在地又は区分建物の防火性能を確認する場合であって、登記事項全部証明書等の他

の書類によらない場合 

・住宅性能評価書（品確法施行規則第１条の改正により押印廃止） 

※昭和 56年 12 月 31 日以前に建築された住宅の耐震性能を確認する場合であって、耐震

基準適合証明書等の他の書類によらない場合 

 

【認定長期優良住宅の場合（保存登記・移転登記共通）】 

・認定通知書（長期法施行規則第２号様式） 

・変更認定通知書（長期法施行規則第４号様式） 

 

【認定低炭素住宅の場合（保存登記・移転登記共通）】 

・低炭素建築物新築等計画認定通知書（エコまち法施行規則様式第６） 

・低炭素建築物新築等計画変更認定通知書（エコまち法施行規則様式第８） 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
五
号
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
七
号
様
式
、
別
記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
十
八
号
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
の
十
一
様
式
ま
で
、
別
記
第

二
十
号
の
二
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
二
十
三
号
の
二
様
式
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
九
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
三
十
号
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
、
別
記
第

三
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
五
号
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
三
十
五
号
の
五
様
式
、
別
記
第
三
十
六
号
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
の
三
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
六
の
三
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
六
の
五
様
式
、
別
記
第

四
十
二
号
の
六
の
六
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の
十
一
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
四
の
二
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
六
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
十
七
の
二

様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
十
九
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
二
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
二
様
式
ま
で
、
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
四
様
式
及
び
別
記
第
四
十
二
号
の
二
十
三
の
五
様
式
中
「印

」

を
削
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
第
十
三
号
」
を
削
る
。

第
四
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
住
宅
型
式
性
能
認
定
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
書
及
び
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」と
あ
る
の
は
、「
登

録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
認
証
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
更
新
申
請
書
及
び
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
認
証
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の

は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
認
証
型
式
住
宅
部
分
等
製
造
者
変
更
届
出
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
」
の
下
に「（
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
製
造
事
業
廃
止
届
出
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
二
条
中
「
試
験
申
請
書
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験
申
請
書
」
と
い
う
。）」
を
、「
図
書
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
「
試
験
申
請
添
付
図
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
試
験
申
請
書
及
び
試
験
申
請
添
付
図
書
の
受
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
試
験
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
の
四
様
式
、
別
記
第
十
一
号
の
五
様
式
、
別
記
第
三
十
八
号
様
式
、
別
記
第
三
十
九
号
様
式
、
別
記
第
四
十
一
号
様
式
、
別
記
第
四
十
二
号
様
式
、
別
記
第
六
十
号
様
式
、
別
記
第
六
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
三
号

様
式
中
「印
」
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
項
中
「
第
三
十
条
第
六
号
」
の
下
に
「
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
六
及
び
様
式
第
八
中
「印

」
を
削
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
二
条
の
見
出
し
を「（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
認
め
る
書
類
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、「
当
該
書
類
に
代
え
て
、」を
「
所
管
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
提
出
を
行
う
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
」
に
改
め
、「
も
の
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
認
め
る
書
類
」
の
下
に「
の
提
出
」を
加
え
、「
当
該
書
類
に
代
え
て
、」

を
「
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
提
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
」
に
、「
の
提
出
の
う
ち
」
を
「
で
あ
っ

て
、」に
改
め
、「
も
の
」
の
下
に
「
の
提
出
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
図
書
の
う
ち
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
が
認
め
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

提
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
又
は
当
該
書
類
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
評
価
機
関

が
定
め
る
も
の
の
提
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
三
か
ら
別
記
様
式
第
十
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
三
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
三
、
別
記
様
式
第
二
十
四
、
別
記
様
式
第
二
十
六
、
別
記
様
式
第
二
十
八
及
び
別
記
様
式
第
三
十
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
内

閣

府

国
土
交
通
省
令
第
九
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
。
附
則
第
三
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
「
住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五

号
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
五
号
た
だ
し
書
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
法
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
」
を
加
え
る
。

別
記
第
六
号
様
式
、
別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
第
一
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能

評
価
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
住
宅
性
能
評
価
書
」
と
い
う
。）は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
品

質
確
保
法
施
行
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
住
宅
性
能
評
価
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
別
記
第
六
号

様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
並
び
に
別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
検
査
報
告
書
は
、
こ
の
命
令
に
よ

る
改
正
後
の
住
宅
品
質
確
保
法
施
行
規
則
別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
並
び
に
別
記

第
十
号
様
式
に
よ
る
検
査
報
告
書
と
み
な
す
。
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